
午前の時間帯の前又は夜間の
時間帯の後に使用時間を延長
して使用する場合は、１時間
（使用時間に１時間未満の端
数があるとき、又はその使用
時間が１時間未満のときは、
１時間とする。）につき、延
長の欄の金額の半額を加算す
る。

午前又は午後の時間帯の後に
おいて使用時間を延長して使
用する場合は、延長の欄の金
額を加算する。ただし、午前
及び午後又は午後及び夜間の
時間帯に連続して使用する場
合は、これらの間の時間帯に
係る延長の欄の金額は、加算
しない。

楽屋、ホワイエ（単独使用）
又は   スタジオを使用する場
合において、使用時間に１時
間未満の端数があるとき、又
はその使用時間が１時間未満
のときは、１時間とする。
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